
 
 
 

付 議 第 ５ 号 
 
 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の一部を 
改正する条例議案に係る意見聴取に関する議案 

 
 
平成28年６月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定に基づく高

知県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、高知県教

育委員会事務委任等規則（平成４年高知県教育委員会規則第１号）第２条第５

号の規定により議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   （５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 
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第   号 

 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

議案 

 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

平成28年６月 日提出 

 

高知県知事 尾﨑 正直 

 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例（昭和41年高知県条例第

35号）の一部を次のように改正する。 

付則に次の１項を加える。 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置） 

３ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする

一連の地震活動をいう。以下この項において同じ。）が発生した同日において、平成

28年熊本地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域

に住所又は居所を有していた被災者は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、第４

条に規定する入学手数料及び第５条に規定する入学料を県に納付することを要しな

い。 

（高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例（昭和44年高知県条例第36

号）の一部を次のように改正する。 

付則に次の１項を加える。 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置） 

７ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする

一連の地震活動をいう。以下この項において同じ。）が発生した同日において、平成

28年熊本地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域

に住所又は居所を有していた被災者は、第２条及び第３条の規定にかかわらず、第２

条に規定する入校手数料及び第３条に規定する入校料を県に納付することを要しな

い。 

別紙 
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（高知県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 高知県立農業大学校の設置及び管理に関する条例（昭和58年高知県条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

附則第５項中「第５条」を「第３条」に、「第６条」を「第４条」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置） 

６ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする

一連の地震活動をいう。以下この項において同じ。）が発生した同日において、平成

28年熊本地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域

に住所又は居所を有していた被災者は、第３条及び第４条の規定にかかわらず、第３

条に規定する入校手数料及び第４条に規定する入校料を県に納付することを要しな

い。 

（高知県立学校授業料等徴収条例の一部改正） 

第４条 高知県立学校授業料等徴収条例（昭和23年高知県条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１項を加える。 

３ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする

一連の地震活動をいう。以下この項において同じ。）が発生した同日において、平成

28年熊本地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域

に住所又は居所を有していた被災者は、第１条及び第２条の規定にかかわらず、第１

条に規定する入学手数料及び第２条に規定する入学料を県に納付することを要しな

い。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、第４条の規定による改正後の高知県立学校授業料等

徴収条例の規定は、平成28年４月14日から適用する。 
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高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する

条例議案説明 

 

 

この条例は、平成28年熊本地震の被災者が、県立幡多看護専門学校、県立高等技術学

校、県立農業大学校、県立中学校又は県立高等学校に入学し、又は転入学する場合につい

て、入学手数料及び入学料又は入校手数料及び入校料を徴収しないこととしようとするも

のである。 

 

参考資料１ 



 

 

新      旧      対      照      表 

新 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例

（抜粋） 

 

旧 

高知県立幡多看護専門学校の設置及び管理に関する条例

（抜粋） 

 

（入学手数料） （入学手数料） 

第４条 学校へ入学を志願する者は、5,000円の入学手数料を納付

しなければならない。 

第４条 学校へ入学を志願する者は、5,000円の入学手数料を納付

しなければならない。 

（入学料） （入学料） 

第５条 学校への入学許可を受けようとする者は、１万円の入学料

を納付しなければならない。 

第５条 学校への入学許可を受けようとする者は、１万円の入学料

を納付しなければならない。 

付 則 付 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（東日本大震災に伴う特例措置） （東日本大震災に伴う特例措置） 

２ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、第

４条に規定する入学手数料及び第５条に規定する入学料を県に納

付することを要しない。 

２ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、第

４条に規定する入学手数料及び第５条に規定する入学料を県に納

付することを要しない。 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置）  

３ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した  

参
考

資
料

２
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熊本県を中心とする一連の地震活動をいう。以下この項において

同じ。）が発生した同日において、平成28年熊本地震に際し災害

救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域に住

所又は居所を有していた被災者は、第４条及び第５条の規定にか

かわらず、第４条に規定する入学手数料及び第５条に規定する入

学料を県に納付することを要しない。 
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新      旧      対      照      表 

新 

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例（抜

粋） 

 

旧 

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例（抜

粋） 

 

（入校手数料） （入校手数料） 

第２条 学校の普通課程の入校試験を受けようとする者は、2,200

円の入校手数料を納付しなければならない。 

第２条 学校の普通課程の入校試験を受けようとする者は、2,200

円の入校手数料を納付しなければならない。 

（入校料） （入校料） 

第３条 学校の普通課程に入校を許可された者は、5,650円の入校

料を納付しなければならない。 

第３条 学校の普通課程に入校を許可された者は、5,650円の入校

料を納付しなければならない。 

付 則 付 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（他の条例の廃止） （他の条例の廃止） 

２ 略 ２ 略 

（経過規定） （経過規定） 

３ 略 ３ 略 

（東日本大震災に伴う特例措置） （東日本大震災に伴う特例措置） 

４ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第２条及び第３条の規定にかかわらず、第

４ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第２条及び第３条の規定にかかわらず、第
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２条に規定する入校手数料及び第３条に規定する入校料を県に納

付することを要しない。 

２条に規定する入校手数料及び第３条に規定する入校料を県に納

付することを要しない。 

（普通課程の介護福祉士養成科の設定） （普通課程の介護福祉士養成科の設定） 

５・６ 略 ５・６ 略 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置）  

７ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した

熊本県を中心とする一連の地震活動をいう。以下この項において

同じ。）が発生した同日において、平成28年熊本地震に際し災害

救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域に住

所又は居所を有していた被災者は、第２条及び第３条の規定にか

かわらず、第２条に規定する入校手数料及び第３条に規定する入

校料を県に納付することを要しない。 
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新      旧      対      照      表 

新 

高知県立農業大学校の設置及び管理に関する条例（抜粋） 

 

旧 

高知県立農業大学校の設置及び管理に関する条例（抜粋） 

 

（入校手数料） （入校手数料） 

第３条 大学校の養成部門の入校試験を受けようとする者は、

2,200円の入校手数料を納付しなければならない。 

第３条 大学校の養成部門の入校試験を受けようとする者は、

2,200円の入校手数料を納付しなければならない。 

（入校料） （入校料） 

第４条 大学校の養成部門に入校を許可された者は、5,650円の入

校料を納付しなければならない。 

第４条 大学校の養成部門に入校を許可された者は、5,650円の入

校料を納付しなければならない。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（高知県立実践農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止） （高知県立実践農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 略 ２ 略 

（経過措置） （経過措置） 

３・４ 略 ３・４ 略 

（東日本大震災に伴う特例措置） （東日本大震災に伴う特例措置） 

５ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第３条及び第４条の規定にかかわらず、第

３条に規定する入校手数料及び第４条に規定する入校料を県に納

５ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第５条及び第６条の規定にかかわらず、第

５条に規定する入校手数料及び第６条に規定する入校料を県に納
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付することを要しない。 付することを要しない。 

（平成28年熊本地震に伴う特例措置）  

６ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した

熊本県を中心とする一連の地震活動をいう。以下この項において

同じ。）が発生した同日において、平成28年熊本地震に際し災害

救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域に住

所又は居所を有していた被災者は、第３条及び第４条の規定にか

かわらず、第３条に規定する入校手数料及び第４条に規定する入

校料を県に納付することを要しない。 
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新      旧      対      照      表 

新 

高知県立学校授業料等徴収条例（抜粋） 

 

旧 

高知県立学校授業料等徴収条例（抜粋） 

 

第１条 県立学校へ入学を志願する者は、次に掲げる額の入学手数

料を納付しなければならない。 

第１条 県立学校へ入学を志願する者は、次に掲げる額の入学手数

料を納付しなければならない。 

(１) 県立中学校にあっては、2,200円 (１) 県立中学校にあっては、2,200円 

(２) 県立高等学校の全日制の課程にあっては、2,200円 (２) 県立高等学校の全日制の課程にあっては、2,200円 

(３) 県立高等学校の定時制の課程にあっては、950円 (３) 県立高等学校の定時制の課程にあっては、950円 

第２条 県立高等学校に入学を許可された者は、当該学校長の指定

する期日までに、次に掲げる額の入学料を納付しなければならな

い。 

第２条 県立高等学校に入学を許可された者は、当該学校長の指定

する期日までに、次に掲げる額の入学料を納付しなければならな

い。 

(１) 全日制の課程にあっては、5,650円 (１) 全日制の課程にあっては、5,650円 

(２) 定時制の課程にあっては、2,100円 (２) 定時制の課程にあっては、2,100円 

(３) 通信制の課程にあっては、500円 (３) 通信制の課程にあっては、500円 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

２ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第１条及び第２条の規定にかかわらず、第

１条に規定する入学手数料及び第２条に規定する入学料を県に納

付することを要しない。 

２ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の

発生の日において特定被災区域（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第

２条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所又は居所を

有していた被災者は、第１条及び第２条の規定にかかわらず、第

１条に規定する入学手数料及び第２条に規定する入学料を県に納

付することを要しない。 
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３ 平成28年熊本地震（平成28年４月14日21時26分以降に発生した

熊本県を中心とする一連の地震活動をいう。以下この項において

同じ。）が発生した同日において、平成28年熊本地震に際し災害

救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域に住

所又は居所を有していた被災者は、第１条及び第２条の規定にか

かわらず、第１条に規定する入学手数料及び第２条に規定する入

学料を県に納付することを要しない。 
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